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【開催日】 令和４年１２月２日（金） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後４時７分 

【出席委員】 

委員長 長谷川 知 司 副委員長 宮 本 政 志 

委員 伊 場   勇 委員 岡 山   明 

委員 笹 木 慶 之 委員 古 豊 和 惠 

委員 前 田 浩 司   

【欠席委員】 

 なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹   

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総務部長 川 地  諭 

人事課長 古 屋 憲太郎 人事課課長補佐 福 田 智 之 

人事課人事係長 藤 田 浩 子 人事課給与係長 室 本  祐 

【事務局出席者】 

主査兼議事係長 中 村 潤之介 庶務調査係長 田 中 洋 子 

【審査内容】 

１ 議案第７８号 山陽小野田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について                     （人事） 

 

２ 議案第７９号 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について                    （人事） 

 

３ 議案第８０号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について              （人事） 

 

４ 議案第８１号 山陽小野田市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定
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について                          （人事） 

 

５ 議案第８２号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市病

院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

                       （人事） 

 

６ 議案第８３号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

支給条例の一部を改正する条例の制定について         （人事） 

 

７ 議案第８４号 山陽小野田市組織条例の一部を改正する条例の制定につい

て                             （人事） 

 

８ 閉会中の継続調査事項について 

 

 

午前９時 開会 

 

長谷川知司委員長 おはようございます。ただいまから総務文教常任委員会を

開会いたします。本日の審査内容については、お手元に配付してありま

すとおりに進めてまいります。まず、議案第７８号山陽小野田市職員の

定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部から

の説明を求めます。 

 

古屋人事課長 この度人事課では、７本の条例を上程させていただいておりま

すが、そのうち４本が定年延長に関連するものとなりますので、まず、

定年延長制度について説明させていただきたいと思います。それでは資

料１を御覧ください。地方公務員法等が改正されまして、公務員の定年

年齢が令和５年度から令和１３年度にかけて、２年に１歳ずつ段階的に

引き上げられていくこととなります。最終的には、６５歳になるという

ことでございます。それでは、資料２を御覧ください。これが、定年延
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長のスケジュールを示したものでございます。２年に１歳ずつと申し上

げましたけども、実際は各生年月日ごとに１歳ずつ上がっていくような

イメージとなります。昭和３８年度生まれの方を見ていただきたいんで

すけども、この方は、本来は令和５年度、令和６年３月３１日で定年退

職であったところが、１年定年が延びることになります。その後、どう

なるかといいますと、現在も再任用制度というのがあり、希望されれば

６５歳まで継続雇用する仕組みになっておりますので、この方は令和７

年度から令和１０年度までは、希望されれば今度は暫定再任用という形

で勤務されるということになります。定年延長が１年で、暫定再任用が

４年ということになります。昭和３９年度生まれの方は、今度は定年延

長が２年で、残り３年が暫定再任用という形になります。以下、定年延

長の期間が延びていきまして、最終的には６５歳まで定年が延長される

ということになります。なお、いずれ再任用はなくなりますので、暫定

再任用という呼び名になっております。また、奇数の年度、５、７、９、

１１というのは、定年の年齢が１歳引き上げられる年度となりますので、

この年度については、正規職員の定年退職者がいなくなるということに

なります。２年に１回、正規の定年退職者がいなくなる年が出てくると

いうことでございます。それでは、資料１に戻っていただきまして、こ

の度の定年延長制度の導入に伴いまして、幾つかの新しい仕組みという

のが導入されます。その一つが、２番の役職定年制というものでござい

ます。これは何かといいますと、定年延長職員、部長であった方がその

まま部長でおれるというわけではなくて、管理監督職、課長級以上の職

員は、６０歳になった次の年度の４月１日付けで、課長補佐級に降格す

るということになります。これは分限処分ということになりますが、そ

れを法律上可能にしたということでございます。目的としましては、新

陳代謝を促して、組織を活性化するという目的でございます。上から課

長補佐級に降りてこられるようになりますけども、６０歳未満の課長補

佐の方もいらっしゃいますので、その職員の方と区別をするために参事

という役職を作ります。そこに降りていただくようになります。参事に

ついては、また後で御説明差し上げたいと思います。なお、６０歳の時
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点で課長補佐級以下の方については、更にそこから降格させるというこ

とはできません。これは分限処分になりますので、あくまでも降格され

るのは管理職であって、管理職を降りるというような制度となっており

ます。３番、定年延長職員の給与についてですが、まず給料については

６０歳を迎えて３月３１日現在に貰っておられる給料の７割になります。

１００円未満は四捨五入ということです。その他の手当は、正規職員で

すから全て出ます。ただ、基本給が下がりますので、それに連動するよ

うな賞与とかは下がるということ、人件費も約７割になるということで

ございます。次に、４番、退職手当なんですけども、退職手当は、この

定年延長制度が導入されることによって、職員に不利にならないような

制度設計がなされております。６０歳の時点で、一番高い給料でそれま

での退職手当が計算されます。その後、６１歳、７割になった給料で残

り勤務した年数が加算されるということになりますが、ただ、退職手当

は率に上限がありまして、３５年以上勤務すれば、一緒になりますので、

２５歳以下で入られた方は、６０歳時点で３５年になりますので、その

方は６１歳以降働かれても加算はございません。２６歳以降に入られた

方は、７割の給料で、３５年に達するまでは加算があるということでご

ざいます。続きまして、４の②ですけども、定年前再任用短時間勤務制

度というのが導入されます。これは何かと言いますと、定年は法律によ

って引き上げられていきますけども、いろいろ人生設計等もされていて、

６０歳になったら、そんなにがっつり働きたくないというような方もい

らっしゃるかと思いますので、この定年前再任用短時間勤務というのは、

６０歳になった時点で一旦退職して、その後、短時間の再任用として働

くというものでございます。今も再任用の短時間勤務の職員おりますの

で、それと処遇は同じということになります。よって６０歳になられた

時点で、定年延長をするのか、あるいはこの定年前再任用短時間勤務に

するのか、あるいは退職するのかを選択していただくようになります。

裏面に行きまして、情報提供と意思確認制度ということで、今、説明差

し上げましたようなこと、大きく勤務条件も変わりますので、これを５

９歳の年度のうちにきちんと説明して、どうするかを意向確認するとい
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うことが義務づけられております。定年延長の概要については以上でご

ざいますが、資料３を御覧ください。役職定年について、もう少し詳し

く御説明したいと思います。先ほども申し上げましたけども、課長級以

上の職員は６０歳到達後の翌年の４月１日をもって、管理職以外の職、

課長補佐級に降格することになります。そういう方が出るのは、実際は

令和６年４月１日からということになります。課長補佐に降格された際

に、６０歳未満の課長補佐との違いを明確にするため、参事という新た

な職を作るということでございます。職制は、下にあります表のとおり

でございます。参事の位置づけとしまして、それまで部長だった方も参

事になられますから、そういう方が例えば議会対応は全部自分に任せて

おいてほしいとかそういう趣旨ではございません。あくまでも黄色を付

けているところですね。係長、課長補佐、課長という、いわゆるライン

職と言われている方に、予算、実施計画、議会対応等はしっかりやって

いただくということでございます。参事の役割といたしましては、長年

の知識とか経験に基づいて助言を行いながらも、あくまでも１人の課員

として仕事をしていただくようになります。配属された課で役割は分担

していただくようになりますけども、幅広くルーティーン的な仕事とか、

場合によっては窓口業務等もやっていただくようになろうかと思います。

それでは、資料４を御覧ください。定年延長に伴いまして、職員数がど

のように推移していくかは、気になるところだろうと思います。これは、

病院、水道を除きますけども、今後の職員数の推移の見込みでございま

す。見方といたしましては、一番上に正規職員数がいて、下に暫定再任

用職員がいて、職員数の計というのがあろうかと思います。基本的な考

え方は、仕事量が変わらなければ、この職員数が維持されるというのが

基本的な考え方ではございますが、実際に表を見ていただきますと、若

干中膨れをするようになります。令和９年度が一番職員数が多くなって

いるかと思います。その後、減少してきて、今とほぼ同じ人数になって

いくというようなものでございます。これが中膨れしないようにという

ことなんでしょうけども、その下に退職者と採用者というのを書いてい

るかと思いますが、ちょっと緑で色を付けているところを見ていただき
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たいんですが、今年度は８名の定年退職者がいらっしゃいます。この方

が退職されたら、翌年度に今度は暫定再任用として採用することになり

ます。そして、６５歳まで働かれて、今度、令和９年度のところで、今

度は退職のほうに上がってくるということでございます。令和５年度は

退職者がいませんけど、今度令和６年度、１７人という数字も同じよう

な形で推移していっているかと思います。この部分は、本人が希望され

れば、こちらでいじるということはできませんので、そうなると、要は、

新規採用者で調整するしかないということになります。新規採用を取ら

なければ中膨れしないんですけども、合併後、２年間ぐらい職員を採っ

ていない年がありまして、今ちょっと４０歳前後ぐらいの職員が極端に

少ないとか、やっぱり年齢構成バランス的にかなり支障も出ますし、あ

るいは公務員ですから、しっかりと地元の雇用も確保していくというの

がありますので、そこに書いてある人数は、最低でも確保していきたい

と考えております。その結果として、令和９年度ぐらいまでは職員数が

増えるということです。なお、下に任期付職員も書いていますが、これ

以外にも会計年度職員が２５０名ぐらいいますので、当然正規職員、暫

定再任用職員が増えれば、会計年度職員は減ると。総数としては、ほぼ

変わらないような考え方になります。なお、完全に制度が移行されてか

らは、今の令和４年度と一緒の数字の４９５人となっておりますが、こ

のうち定年延長職員、つまり６１歳以上の職員というのが大体６０名ぐ

らいいらっしゃるようになります。２０歳から６５歳まで、４５分の６

１から６５ということで、大体９分の１ぐらいの職員が、６１歳以上の

職員、要は人件費が７割になる職員ということになりますので、完全に

移行されれば、ほぼ全ての課で参事といいますか、定年延長職員がいら

っしゃるような状況になるということでございます。下に定数を書いて

おりますが、これまた定数条例のところで御説明差し上げたいと思いま

す。定年延長の概要については、以上でございますけども、議案第７８

号山陽小野田市職員の定年等に関する条例についてですが、これは定年

を６５歳とすることや、定年延長に伴う語句等の所要の改正に加えて、

役職定年や定年前再任用短時間勤務制度の規定を加えているものでござ
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います。説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

長谷川知司委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付け

ます。 

 

古豊和惠委員 ６０歳に達した職員の方の給料が、７割を乗じて得た額とする

となっています。社会保険料というのは、前年度の給料で社会保険料は

掛かってくると思うんですね。そうすると、次の年に７割を乗じた額と

いうことは、かなり少なくなります。その場合も社会保険料というのは、

前年度の収入で計算され、普通に払っていくということになるんですか。 

 

古屋人事課長 標準報酬となっておりますので、大きく給料等が下がれば、そ

こで随時で改定されるようになろうかと思います。給料が下がれば、そ

の分、保険料も下がるということになります。 

 

伊場勇委員 ２の役職定年制の②のところで、役職定年による異動により公務

の運営に著しい支障が生ずる場合とありますが、例えばどういった場合

なのか、どう判断するのか教えてください。 

 

古屋人事課長 先ほど役職定年は６０歳で、６１歳から課長補佐にということ

でありましたけども、委員が言われましたように、特定の理由があれば、

最大３年間ほど管理職のままでおれるというような制度にはなっており

ます。これが、当然無条件でというわけではなくて、高度の知識、技能、

経験を持っているような方とか、勤務に特殊性があるような方で、なか

なか欠員を補充できなくて公務に著しい支障があるような場合となって

おりますので、国の場合はこういうことが想定される、ある程度プロジ

ェクトとかをやられていて、そこの長の方にそのままいてもらわないと

対外的に支障があるというようなことがあり、条例上は３年間延長でき

るということになっておりますが、基本的には本市ではあまりそういう
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ことを運用することはないのかなと思っております。法でそうなってお

りますので、条例上は規定しております。 

 

伊場勇委員 次に、４番の６０歳以後定年前に退職した者の退職手当で、６０

歳に至るまでに勤続３５年以上の人は、退職手当はもう変わらないと。

ただ、例えば２８歳で入庁されて、３５年経つのが６３歳になるのかな。

そのときには、退職手当というのは、７割の給与の分がそれに加算され

るということですか。６０歳までは最高の給料になっていて、そこで一

定の金額がまず決まりますよね。それプラスアルファは、７割の金額を

乗じたものが退職手当に乗っかってくるということですか。 

 

古屋人事課長 すみません。次の議案第７９号で、退職手当の条例が出てまい

ります。先ほど一括で説明しましたが、今お答えしたほうがいいですか。 

 

伊場勇委員 後で教えてください。失礼しました。それと３パターンあるとお

っしゃいまして、延長するか、再任用か、退職するかということでござ

いますが、この法改正によって延長することができて、その再任用を選

択される方との福利厚生とか補償の違いというのはあるんですか。 

 

古屋人事課長 定年延長されると正規の職員になりますので、給料が下がると

いうこと以外は、職員と全く同じということになります。定年前の再任

用短時間勤務職員というのは、今の再任用職員の短時間の方と同じにな

りますので、当然給料も条例上で規定しておりますが、大体定年延長さ

れる方よりも５万円ぐらいは少なくはなります。そこから更に短時間に

なるので、勤務時間で割り戻すということもありますし、扶養手当とか

住居手当とか、生活を補助するような手当というのは再任用の方には出

ません。賞与も大体半分ぐらいにはなりますので、収入面ではかなり落

ちることになろうかと思います。 

 

伊場勇委員 そういった情報の提供とか、意思確認制度について、十分な期間
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を確保すると書いておりますが、十分な期間というのは、結構いろいろ

ちゃんと説明してあげないといけないと思いますし、それは個人面談に

するのか、どれぐらいの期間をと考えているのか、教えてください。 

 

古屋人事課長 期間というか、５９歳の年度である１年以上前にちゃんとそう

いうことを説明しなければいけないということになっておりますので、

条例を可決いただけましたら、今年度は来年の１月ぐらいでも、対象者

の方を集めて説明会等を行う予定としております。 

 

古豊和惠委員 先ほど定年延長に伴う職員の推移を説明していただきました。

その際、任期付職員の方を徐々に減らしていくという話ですけど、その

方をどのように減らしていくのか。辞めたくない人もたくさんいらっし

ゃると思うんですけれども、制度上、やはり少しずつ減らしていくので

あれば、誰がその際の基準とかを決めるのですか。 

 

古屋人事課長 今言われたのは、暫定再任用の方ですか。この表で、ずっと減

っていく、一旦増えますが、減っていくようになっているんですが、暫

定再任用の方ではなくて任期付職員ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

任期付職員は、この表に推移を一応出してはおりますけども、減ってい

くのが、－教員のＯＢの先生に交流センター長をやっていただいてい

るんですけども、教員についても定年延長が始まりますので、今後はっ

きりとはまだ言えません。交流センター長というのは、定年延長職員等

が担っていったほうがいいのかなというような思いもございますので、

ここの任期付職員が若干減っていっておりますが、これは主に教員のＯ

Ｂの方が減るという想定で出しているということでございます。 

 

古豊和惠委員 任期付職員には、センター長さんだけではなくて、いろんな若

い方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方たちは

対象外ということでよろしいですか。 
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古屋人事課長 業務量を見ていく必要がありますけども、任期付職員の方はあ

る程度資格を持っておられる方になり、保育士とかケアマネジャーとか

ということになりますので、そういう方を減らしていこうというような

ことではございません。 

 

古豊和惠委員 やはり資格を持っている方ばかりじゃないとは思うんですけれ

ども、資格がない方は徐々に減らしていくというお話なんですか。 

 

古屋人事課長 すみません。恐らく会計年度職員のことを言われているのかな

とも思いますけど、先ほど私が申し上げたのは、正規職員が増えていけ

ば、全体の職員数というのが変わらないと仮定すれば、会計年度職員が

減っていくというようなことにはなろうと思いますということを申し上

げたので、これも仕事量とかを見る必要がございますけども、やはりし

っかりと仕事を回していける体制を取るということでございます。そう

いったものの中で、会計年度職員数を判断していくようになろうかと思

います。 

 

古豊和惠委員 それでは、今から新規職員とか定年延長に伴って、そういう方

たちも徐々に減っていく可能性があるということでよろしいんですか。 

 

古屋人事課長 あくまで仕事量が一定であればということで、先ほど説明を申

し上げましたけども、しっかりと仕事を回していける体制は確保してい

くということでございます。そういうものの中で、どれぐらい職員数が

必要なのかという中で判断していくということでございます。 

 

古豊和惠委員 それは本人が延長を希望する、希望しないにかかわらず、やは

り仕事がしっかり回っていくようになり、必要なければ減らしていくと

いうことですか。 

 

古屋人事課長 会計年度職員は、会計年度ごと、つまり１年ごとの雇用という
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ことになっておりまして、更新することもありますけども、更新を約束

するものでもありませんし、勤務条件も変わる可能性がありますとお伝

えして働いていただいているものでございます。全体の仕事の中で、も

ちろんできれば継続というのがございますが、しっかり仕事を回してい

く中で何人必要なのかということで、正規、再任用、任期付会計年度の

職員の比率といったものの中で考えていくようにはなろうかと思います。 

 

古豊和惠委員 それは、どなたが決めていかれるんですか。 

 

古屋人事課長 人事課で仕事量を見ながら、どれぐらい職員が必要なのかとい

うこともありますし、まず、正規職員をしっかり補充していくというこ

ともあるんでしょうし、あとそれを補助していただく職員が何人必要か

を人事課で考えるようになります。 

 

前田浩司委員 資料１の４番の②に、定年前再任用短時間勤務制の導入とあり

ますが、これは時間給というような扱いでの支払になろうかと思うんで

すけれども、その設定基準というのは何かあるんですか。 

 

古屋人事課長 この再任用短時間勤務の方は、週に２日から４日、時間に直す

と、１５.５時間から３１時間の範囲内で勤務時間を割り振ることになり

ます。 

 

前田浩司委員 今の支払の基準表というか、これは、例えばその定年時の金額

を参考にして決定するというルールなのか。その辺の御説明がなかった

ので、教えてください。 

 

古屋人事課長 これは、また給与条例の中にも改正が出てまいりますが、給料

表の中に、定年前再任用短時間勤務職員の給料ということで規定してお

ります。今の再任用職員と同じということになります。それを実際に働

いていただく勤務時間で割り戻してということになります。 
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笹木慶之委員 二、三お尋ねします。まず、１点目はですね、この定年制度を

いわゆる役職定年制に移行する際には、その１年前ですか、情報提供し

て意思確認をするということで決定していくわけですが、例えば、定年

制の延長ということで選択して、参事という形で入ったと、それを２年

ぐらい続けたけれども、どうもそれじゃ自分の体力がもたんと。そこで、

再任用の短時間勤務に切り替えてほしいというようなことがあった場合

には、当然相談に応じられると思うんですが、それはその時点で１回定

年退職して、そして新たに再任用されるという方法を取られるんですか。 

 

古屋人事課長 一旦定年延長された方が、退職して、今度、定年前再任用にな

ることは可能でございます。ただ、定年前の再任用短時間勤務職員は、

こちらがそれを認めるかどうかというか、成績等という部分もあります

ので、年度途中とかではちょっと難しいとは思いますが、年度の切替え

のときにおいては、その方の伸びている定年年齢までは、定年前再任用

短時間勤務で勤務ができますので、今言われたように６３歳まで延びて

いて、６１歳でやはり定年延長じゃなくて、定年前の再任用短時間勤務

にしたいということであれば、６２、６３歳で就くことは可能でござい

ます。その後、定年を迎えたら、今度暫定再任用という形にはなります。 

 

笹木慶之委員 要は、６０歳から６５歳に至る経過の中で、やっぱり健康状態

とか、いろんなことがあって、一度はそう思ったけれどもやっぱ無理だ

ということが、例えば職責上の問題とか、いろいろ出てくるんじゃない

かと思うんですよね。そのときに、一応６５歳までは補償するというも

のは、動くかどうかということを今確認しているんです。だから、ただ

６０歳になる前に、６５歳まで定年延長してもらって勤めようと思った

けれども、それがかなわないというときには、１回辞めなくちゃいけま

せんわね。辞めて、次の年度には、新たな短時間勤務職員で補償すると

いうことが可能ですかということです。 
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古屋人事課長 言い方がちょっと悪かったかもしれません。可能です。 

 

笹木慶之委員 可能ですね。それから、この次は、課長補佐級の人です。もち

ろんこれは課長補佐級の人は分限処分の対象とならないということで、

そのままの身分を持つということなんですが、給料が７割になりますよ

ね。ただ、今までおったところのポジションにはおれないと理解してい

いんですか。継続して、そこにおるというわけにはいかないと。 

 

古屋人事課長 先ほどライン職という話を差し上げましたけども、定年６０歳

を迎えた際に正規の課長補佐だった方については、同じ課長補佐級であ

る主査とかに降りていただく、つまりライン職から外れていただくとい

うことは考えられます。いかに配置をしていくかということは、全体の

中で考えていくようになろうかと思います。 

 

笹木慶之委員 それと一番私が心配するのは、いわゆる管理監督職勤務の方が、

参事という形でラインから外れていくということですよね。特定の業務

をやるということですが、市役所の業務の中で、こういった職を確保す

ることが本当に可能なんですか。というのが、ポジションがある程度限

られてくるんじゃないかと思うんだけど、いわゆるその仕事内容によっ

て。例えば、市民課のようなところには、こういう形の人というのはち

ょっと難しいんじゃないかなという気がするし、むしろ特定の業務を何

か専門的に「これをまとめてくれ」とかだったらできますけどね。今ま

で部長だった人が、そういうラインじゃないとしながらも、そこにおら

れてというのが、現実問題、周りの職員と本人との関係が本当にうまく

調和できるのかなというのが、一番心配なんですよ。その辺り、いわゆ

るポジションが確保されておるかどうかということです。 

 

古屋人事課長 確かに今まで部長だった方が参事に降りてこられて、課長から

すれば、今まで上司だった方が部下になりますので、多少やりにくいと

か、そういったことは実際にはあるのかもしれませんけども、今も再任
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用制度というのがありまして、同じようなことになっておりますが、そ

れでいて特にどうこうということはございませんので、きちんと参事の

役職を全うしていただくと。先ほども申し上げましたけども、助言を行

うということも言いましたが、あくまでも１人の課員として、１人前の

仕事はしていただきますので、配属された課で役割分担をしていただく

ようになりますが、先ほど議会対応をがっつりやるというような趣旨で

はないと申し上げましたけど、もちろん議会対応をされても問題はあり

ません。それぞれの部署で、ただ、基本ライン職の方に頑張っていただ

くというような大前提はございますけども、それぞれの部署できちんと

役割分担をすると、結果として、ルーティーン業務であったり、窓口対

応であったりそういったこともしていただく可能性も当然ありますから、

そういったことをしっかりと説明会で説明もします。参事というのはそ

ういうものですよということをしっかりと説明したいと考えております。 

 

笹木慶之委員 最後になりますが、余計な心配をしても仕方がありませんが、

今も部長クラスがそういったポジションにおられることは分かっていま

す。ですが、数が少ないじゃないですか。だから、まだ職があるんです

よね。ところが、数を見てみると、５年間延長して、かなりの人数がそ

こにプールされれば、そういう職の確保が難しくなって、職場に混乱を

起こすんじゃないかなと思ったから言ったわけです。課長が心配なしに

「やります」と、「できます」ということであれば、それ以上言いませ

んが、やっぱり人事は非常に重要なところを持っていますからね。だか

ら、その辺をやっぱり慎重に対応するべきだということを申し上げてお

きたいと思います。 

 

前田浩司委員 資料３の参事の下に参与と書いてありまして、その中に特命業

務と書いてあるじゃないですか。具体的に特命業務はどんなことが考え

られるんですか。 

 

古屋人事課長 この参与というのは、暫定再任用のうち特命的な業務を行う者
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ということで、今もこういう方がいらっしゃいます。技術職の方で、建

設部におられるような方が、今参与というような形にはなっております。

ある程度、困難な業務を行う方ということになります。もっと言えば、

再任用の職員の給料というのは、何段階かありまして、参与と大きく分

けたら、それ以外ということで給料が分かれておりますので、そういう

再任用の方のうち困難な業務を行う方を参与として位置づけているとい

うことでございます。 

 

前田浩司委員 やっぱりそういった特殊的な仕事をされる方という意味でよろ

しいわけですよね。例えば、建設とかという話がちょっとあったので、

そういうことに携わっておられる方ですね。 

 

古屋人事課長 それももちろんございますけども、業務内容によって、やはり

判断すべきかなと思います。例えば、地域交流センター長とかを行って

いただく、今もいらっしゃいますけど、そういう方も参与ということに

なります。一般的な仕事じゃなくて、難しい仕事をやっていただくよう

な、ある程度責任が伴うような仕事をやっていただく方が参与というよ

うな位置づけになろうかと思います。 

 

笹木慶之委員 もう１点お尋ねしますが、定数条例の関係です。というのが、

ほかにないから関連して聞いておきたいと思うんだけど、細かいことは

別として、定数条例改正をすると先ほど言われましたよね。これは、い

つを予定しているんですか。 

 

古屋人事課長 定数条例は、後で整備の条例というのが議案第８０号で出てき

ます。そこで説明させていただきます。 

 

岡山明委員 私も定数の部分ですが、議案説明の中で、９５０人から４５人減

らして９０５人になりますという説明がされておるんです。資料４の中

に現状と改正という形で、９５０人から９０５人という数字が出ていま
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すが、現状の職員数というのは真ん中のラインでいいですか。 

 

古屋人事課長 すみません。後の議案８０号の中で、定数条例が出てきますの

で、その部分を、後でまた詳しく説明させていただきます。 

 

長谷川知司委員長 概略の説明の中で、資料４も説明されましたけれど、今回

は、議案第７８号に限っての質問で、議案第８０号でまたそれは出てく

ると思いますので。 

 

岡山明委員 では、それは議案第８５号でまた聞きます。 

 

宮本政志副委員長 資料４で、恐らく定数には入らんと思うんだけど、一番上

の定年延長に伴う職員数の推移がありますよね。今、正にデジタル化社

会が進んでいますけど、これはどのように反映していると見たらいいで

すか。 

 

古屋人事課長 先ほどこの職員数の推移というのは、仕事量が変わらなければ

ということを前提で申し上げております。たしかに定員管理上、今言わ

れましたようなデジタル化とか指定管理とか業務委託といったもので、

できれば職員数を減らしていくという努力もしていく必要がございます。

デジタル化については、今ＲＰＡといって自動で読み込ませせるものと

か、デジタル庁では今全国的にシステムを統一化しようとしております

し、また、今マイナンバーが六十何％ぐらい申請を行っているみたいな

んですけども、そういったものが普及してくれば、コンビニ等で住民票

とかを取っていただけるので、来庁者が減れば、当然職員数もそれに伴

って減るということもあり得ます。ただ、なかなか具体的に何年度まで

何人減るのかというのが見通せないところもございますので、あくまで

も今、仕事量が一定だと仮定すればということでお出ししているという

ことでございます。 
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長谷川知司委員長 ほかにはいいですか。（「ありません」と呼ぶ者あり）一

つ聞かせてください。定年延長の職員の方が参事になる場合、職種の希

望というのは、今はどうか分かりませんが、今後それは聞いてもらえる

のか。それと途中での異動というのもあるかどうかをお聞きします。 

 

古屋人事課長 課長であっても次長であっても部長であっても、課長以上の方

が一律に役職定年ということで、参事というところに降りてまいります。

参事の中でも、当然部長だった方と課長だった方は、給料が７割ですか

ら、同じ参事でも給料が違ったりもしますので、やはり部長だった方は

それなりのある程度困難な業務というか、そういったポストに当然置い

ていくようにはなります。そういう中で、上手に配置をしていくという

ことになろうかと思います。希望というよりは、これは人事異動になり

ますので、適材適所の配置をこちらでしていくということでございます。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

では、質疑が終わりましたので質疑を打ち切ります。これより討論を行

います。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし。これ

より、議案第７８号について採決いたします。賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成により、本件は可決すべきものと決しました。こ

こで１０分間ほど休憩します。 

 

午前９時４５分 休憩 

 

午前９時５５分 再開 

 

長谷川知司委員長 休憩を解きまして委員会を再開いたします。議案第７９号
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山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定

について審査を行います。執行部からの説明を求めます。 

 

古屋人事課長 議案第７９号山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部

改正についてですが、これは定年延長に伴う語句等の所要の改正に加え

まして、定年延長制度の導入に伴って、退職手当の支給について職員に

不利になることがないように所要の経過措置が設けられているものでご

ざいます。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付け

ます。 

 

伊場勇委員 先ほどちょっと先走って質問してしまいましたが、３５年以上は

もう退職手当というのは変わらないというんですが、そのまま定年延長

された方で、例えば、２８歳とかから入られた方については、その加算

される部分の基準は７割を乗じて得た額になるということですよね。  

 

古屋人事課長 委員言われますように、ピーク時特例というのがありまして、

一番高いところの６０歳時点の給料で、それまでの退職手当が一旦計算

をされて、それに６１歳以降は７割になった給料に、それからの勤続年

数と率を掛けるということになります。それが３５年になるまで加算さ

れていくということでございます。 

 

伊場勇委員 であれば、またこの予算措置といいますか、一般会計から給与と

退職金と、掛かるお金が増えるわけじゃないですか。これは法が改正さ

れてということなんですが、例えば、これに国からの予算措置というの

はないんですか。全部市の負担が増えるということになるんですか。 

 

古屋人事課長 交付税とか、その辺には跳ね返るのかなという気はいたします

が、たしかに退職手当ということであれば、２６歳以降に入られた方は、
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プラスされるということになるので、そのプラス部分というのは、市が

出すようにはなろうかと思います。ただ、全体の人件費で言えば、定年

延長職員の方は給料が７割になりますので、今後そういう方の割合がど

んどん増えてきますので、人件費全体で見れば、長い目で見れば、徐々

にではありますが、減っていくというような試算は出ております。 

 

前田浩司委員 資料１の４の①ですけれども、「定年を理由とすることによっ

て」の前に、当分の間という記述があります。これをどのように解釈し

ていいのか、その辺を教えていただければと思います。 

 

古屋人事課長 この度の定年延長に伴って、至るところで当分の間という表現

が実は出ているということでございます。これは令和１３年度にかけて、

段階的に移行していくということで、過渡期においてはというような意

味だろうと思います。先ほど定年退職手当のところでちょっと言わなか

ったんですが、そこに書いてありますように、例えば６３歳まで定年が

延長されている方が、６１歳でもう辞めようと思った場合は、通常は定

年前の自己都合退職ということになって率は減るんですけども、６０歳

を超えた方は、自己都合退職であっても定年退職とみなすというような

不利にならないような規定も加えられております。それは、未来永劫ず

っとやっていくわけではなくて、恐らく制度の過渡期においては、当分

の間はそうするというような意味合いだろうと思います。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、質

疑をここで打ち切ります。これより討論を行いますが、討論ございます

か。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし。議案第７９号について採決い

たします。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成です。本件は可決すべきものと決しました。次に、



 20 

議案第８０号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について、執行部からの説明を求めます。 

 

古屋人事課長 議案第８０号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定についてでございますが、これは地

方公務員法の一部改正に伴いまして、職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例等の１０本の条例について、語句等の所要の改正を行うものでご

ざいます。ただ、この中で一つ定数条例が出てまいりますので、ちょっ

と定数条例については別途説明差し上げたいと思います。先ほどの資料

４を御覧ください。先ほど、定年延長に伴っての職員数の推移を御説明

差し上げたかと思います。一旦中膨れをしまして、令和９年度のところ

が一番多くなっているかと思います。定数条例は、任期付職員のフルタ

イムも定数に加わりますので、下の欄に任期付職員も入れておりまして、

令和９年度で５６３人ということになっております。下に定数の表を挙

げておりますけども、一番上が現行の今の定数条例となります。中ほど

が現在の職員数で、一番下が改正でございます。定数条例の考え方とし

ては、部局ごとの定数の上限を定めていまして、その上限を超えて、職

員を配置できないというような趣旨でございます。考え方によれば、そ

の上限を超えなければ、改正もしなくてもいいというような考え方もあ

るんですが、今の定数条例というのが、合併時に改正したものでありま

して、その後は大きな機構改革といいますか、山陽の病院がなくなって

市民病院になったときとか、あるいは消防が一部事務組合化されたとき、

最近で言えば公平委員会が共同処理するということで、市町総合事務組

合に移ったとき、それ以外はほぼ改正していない状況でございます。結

果として、今の条例の定数と現在の職員数のかい離、特に教育委員会は

半分ぐらいになっています。これは、合併のときはかなり人数が多かっ

たため、２年ぐらい採用しないという調整も若干加わりましたけども、

その後、例えばきらら交流館とかガラス未来館とかを指定管理に出した

というのがございます。また、文化スポーツというのは、昔は教育委員

会が所管しておりましたけども、法律が変わりまして、学校体育とか文
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化財の保護を除いては、市長部局に移しました。その際に職員が移って

きたということもありますし、今年度からで言えば、公民館が地域交流

センター化したことで、教育委員会から市長部局に移ったということも

ありまして、現状として、かなりかい離が出ているということでござい

ます。今後、令和９年度が今５６３人というのがありまして、その定数

条例の一番下の右端に５８３人ということで、若干上限を定めるという

ことで、ちょっと余裕を持って規定しておりますけども、それで今後の

職員数を見て、若干余裕を持ってということで、市長部局としては、定

数条例が４６７人なのを４８５人に変える。教育委員会は、１４４人な

のを８０人に変えると。もう一つ選管が定数条例が４人になっていて、

現状の職員数５人になっていますが、１人ほど育児休業入っています。

育児休業に入っている者は、定数に加えないということになっておりま

すので、選管も通常４人でも大丈夫なんですけども、４年に１回、四つ

ぐらいの選挙がある年がありまして、その年は今ほかの課の者が兼務し

たりとか、応援して対応しておりますが、４年に１回選挙があるときは、

可能なら増やせるようにしたいという意味で、選管を４人から５人に変

えるということでございます。全体といたしましては、９５０人から９

０５人、４５人減るということになります。説明は以上でございます。

御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑はございま

すか。 

 

笹木慶之委員 基本的なことをお尋ねしますが、この議案第８０号の提案理由

の中に、年代別の人数構成バランスや地元雇用を確保していく観点から

とあるんですけれども、この説明をしてもらえませんか。 

 

古屋人事課長 これは新規採用職員を、今後どのように採用していくかという

ことなんですけども、先ほど申し上げましたように、定年延長によって

一旦中膨れをするので、それを抑えようと思えば、新規採用者を減らす、
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採用しないということをすれば、中膨れは防げるんですけども、ただ、

今言われましたように年代別の年齢構成バランス、これは合併したとき

に２年間雇ってなかったというのがあって、４０歳前後の職員が極端に

少ないということで、なかなか係長とか課長補佐の辺を異動させるのが

難しいというような状況にもなっておりますし、そういう全体の構成バ

ランスという部分というのもありますし、あとやはり公務員ですから、

地元での雇用というのもしっかりと一定数は確保していかなければいけ

ないので、そこの表にありますような一定数を雇っていこうという趣旨

で、職員数を推定したという意味でございます。 

 

笹木慶之委員 山陽小野田市が雇用するという雇用の確保というのはいいんで

すよね。それは考え方としていいと思います。ただ、これ気になるのは、

地元雇用を確保していくという中の「地元」という言葉、これは憲法違

反じゃないですか。 

 

古屋人事課長 すみません。ちょっと表現が悪かったですが、公務員として、

しっかり山陽小野田市として、一定数は職員を確保というか、就職する

先を提供するというような意味でございます。これ平等取扱いの原則と

いうのがありますので、地元の方だけを採用するということではなく、

どこからでも受けれますけども、そういう機会をしっかりと市役所とし

て与えるという意味でございます。 

 

古川副市長 補足ですけど、やはり今雇用の確保というのは、行政だけじゃな

くて市内全てに必要でございます。そうした中で、５月には雇用月間と

いうことで企業に市長が出向いて雇用のお願いをいたしております。そ

うした中で、行政が雇用の機会を与えるということで、このような書き

方をいたしておりまして、行政が雇用しないというのはいかがなものか

ということを笹木委員がおっしゃられましたが、１人でも２人でも行政

として雇用の機会を、特に市民に平等に機会を開く、門戸を開くという

のは必要と考えます。行政があくまでも、そういうような雇用の機会を
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与えるということで、このような表現をさせていただいております。 

 

笹木慶之委員 私は、これを読んだときに違和感がありましたので、やっぱり

地元という言葉を消したほうがいいと思う。雇用の確保を市役所がやる

のはいいと思うんですよ。だけど、それはあくまで、どこから受けても

均等だという立場を言っておかんと、これだけ独り歩きすると誤解を招

きますからね。これ削除してもらいたいと思います。 

 

古豊和惠委員 この定数に関してなんですけれども、教育委員会はマイナス６

４人、市長部局はプラス１８人、地域交流センターとか文化スポーツと

か、今まで教育委員会で管轄していたものが市長部局に移るので、それ

だけの人数が減るんですというお話でしたけれども、仕事量的にはどう

なんですか。そんなに減らしても十分やっていける人数ということでよ

ろしいんでしょうか。 

 

古屋人事課長 現在の職員数から減らしていくというわけではございません。

今現在７１名いらいらっしゃいますので、それを上限８０人にするとい

うことでございます。新しい仕事も増えていくかもしれませんけども、

それでも十分配置できるような形で増やしているということです。今ま

での定数と比べれば減るんですけども、現状と比べれば増やしていると

いうことでございます。 

 

岡山明委員 この資料４で、定数が９５０人でいろいろ指定管理に移ったとい

う状況で、教育委員会が減っています。その割には現状として８１３人、

市長部局で４５７人で、定数より１０人減ぐらいなんですけど、この合

計額の８１３人という数字がすごいなんか低いような感じがするんです。

９５０人の定員に対して、１００人以上も低い数字が出とるから、ちょ

っと私理解しがたいんですけど、どこの部分の数字が下がっていますか。 

 

長谷川知司委員長 分かりますか。資料４の下の表の右から二つ目ですね。 
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古屋人事課長 この表に書いてあるとおりなんですけども、教育委員会のとこ

ろで、今１４４人なのが７１人になっておりますし、病院も２５５人の

ところが２１４人ということにもなっておりますので、現状としては、

定数とかなりかい離をしているということでございます。 

 

岡山明委員 そうすると、今の定数自体が、現状は８１３人で運用しておると

いう状況の中で、定数が９５０人というのは、１００人以上多い定数と

いうのは、こう見たとき、「はっ」とやっぱり思うじゃないですか。定

数と職員の格差がすごい大き過ぎるという状況になっていますけど。 

 

川地総務部長 説明がありましたように、合併後は、相当な職員数がおりまし

たので、その後かなり退職者が多く出て、減らしてきましたけど、実際

そのときに定数を変更していません。その辺で、市長部局と教育部局で

数十名減らそうと。ただ、病院局を見ていただくと分かると思いますけ

ども、山陽中央病院を統廃合したときに若干変更していますけども、そ

の後変更していなくて、まだ４０名ぐらい差があります。これは今後病

院がどうなるか分かりませんので、この辺については置いているという

ことです。４０名は置いといて、一応市長部局と教育委員会の定数を現

状に合わせて、プラス若干余裕を持たせているということで御理解いた

だきたいと思います。岡山委員が言われるように１００以上の差がある

のではないかということですので、現在その辺で、教育委員会と市長部

局を５０名ぐらい落としているという理解でおっていただければと思い

ます。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

では、質疑を打ち切ります。これより討論を行います。討論はございま

すか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし。これより、議案第８０号に

ついて採決いたします。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成により本件は可決すべきものと決定しました。次

に、議案第８１号山陽小野田市職員給与条例等の一部を改正する条例の

制定について、執行部からの説明を求めます。 

 

古屋人事課長 議案第８１号山陽小野田市職員の給与条例の一部を改正する条

例についてですが、この度、大きく分けて三つほどございます。一つは

人事院勧告に伴うもので、もう一つは先ほどから説明しております定年

延長に伴うもの、そして、人事評価に伴うものでございます。条例上は

施行日が異なる関係で、４条立てにしていますが、まず、人事院勧告に

伴うものということで資料５を御覧ください。今年度の人事院勧告を受

けまして、一般職の職員の給与に関する法律等の関連法令が可決された

ことに伴いまして、本市においても国に準じた職員の給与改定を実施す

るため所要の改正を行うものでございます。改定の内容は、民間の給与

水準が公務員を上回ったということから増額改定がなされます。一つは、

資料にもございますが、給料は大体３０代半ばぐらいまでの職員の給料

で、若年層に対して２００円から４，０００円の引上げと、特に若い方

の改定率が高くなっておりまして、高卒の方の初任給であれば４，００

０円、大卒であれば３，０００円程度上がることになります。二つ目は

賞与で、勤勉手当の率が０.１か月分ほど上がるということです。今年度

については、賞与は１２月を０.１上げて、令和５年度は６月と１２月が

均等となるように０.０５ずつ割り振ると。全体として４.３が４.４にな

ります。なお、この改定は４月に遡って改定されますので、この度可決

されましたら、４月に遡って計算して差額を支給する形になります。第

２条については、先ほど御説明差し上げた定年延長に伴うものでござい

まして、定年延長職員の給料を７割にする規定、定年前再任用短時間勤

務職員、暫定再任用職員の給与に関しての規定をしております。第３条

が人事評価でございます。これは資料６を御覧ください。人事評価につ

いては、平成２８年に地方公務員法が改正されまして、それまでの職階
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制が廃止されまして成績主義能力の実証に基づく評価システム、いわゆ

る人事評価が導入されております。人事評価には実績評価と能力評価と

いうのがありまして、実績評価は毎年度当初に、個人が目標を立ててそ

の達成度を評価するもの、能力評価は、公務員としての基本的な態度な

どから、あるいは政策形成能力とか論理的な思考とか人材育成とか、そ

うした幅広い項目について評価するものでありまして、本市も平成２６

年からこの人事評価というのは行っているところでございます。それを

昇給、昇格、人事異動、分限等の基礎資料として現在も活用していると

ころではございますが、国や他の市町では、勤勉手当の成績率とか、特

別昇給制度とかに反映させているところが増えてきておりますので、本

市においても、その人事評価の結果を、まずは勤勉手当の成績率に反映

させたいということでございます。これは可決されましたら、令和５年

度の評価を令和６年度からの勤勉手当の成績率に反映させるということ

でございます。裏面を見ていただきまして、評価のやり方でございます。

これは勤勉手当なので、本当は実績のほうが重視されるべきではあるん

ですけども、この実績評価というのは、仕事の難易度と達成度によって

評価されるようになりますので、難易度ということになると、例えば入

ったばっかりの職員と課長級の職員とかでは、当然仕事の難易度が違い

ますし、あるいは部署によってやっている仕事も違う、また現業職員の

方もいらっしゃいますんで、実績評価だけで評価すると、なかなかこう

頑張ってもいい点が出ないというような方も出てきますので、よって能

力評価と組み合わせた総合評価方式というのを採用しようと考えました。

表を見ていただきたいんですけども、部長級というのは、能力があるこ

とはもう分かっていますので、能力評価の比率を０.３と低くして、業績

評価の率を重視し０.７とすると。そこから、だんだん率が下がってきま

して、係長以下とか技能労務職については、能力評価の比率を高くして、

業績評価を低くするということです。これは過去３年間の結果を分析し

た結果、こういう評価方式を取れば、そこに書いてある職種で、下のＡ

からＥまでがほぼ均等に割り振られるというか、分布されるというのが

出ておりますので、このような総合評価方式、要は頑張れば、いい評価
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が出るというような形の評価方式を導入するということでございます。

次に成績率への反映なんですけども、この考え方としまして、今勤勉手

当の算定基礎というのは、給料と扶養手当を足して、それに役職加算を

掛けて、賞与の率を掛けるとなっておりますが、その中から、まず、全

職員に対して扶養手当をのけます。その扶養手当をのけることによって、

大体、病院局や水道局を除けば、三百数十万円ぐらいの額ほど総支給額

が減るようになります。その三百何十万円を原資として、成績率に割り

振るというような考え方になります。これは国がそういう制度にしてい

るわけでございますが、よって成績率を反映させたからといって、勤勉

手当の総支給額が変わるわけではないということです。条例上はあくま

でもその上限額、給料と扶養手当を加えたものを上限としますよとしか

規定しておりません。具体的なやり方というのは、これは運用になりま

すので、条例上はその額の上限をうたっているということになります。

能力評価と業績評価を足して、集計点を出して、いいものから順にＡか

らＥまで割り振っていくと。一応７６点以上であれば、成績率０.０７

等々を加えていって、Ｄ評価であれば逆にマイナスをするというような

形になります。Ｃ評価のところで０.０３月（上限あり）と書いてあると

思うんですけども、これは先ほど言いましたように扶養手当をのけた財

源、三百何十万円を使い切るようになりますので、点数がいいものから

ずっと充てていって、その上限に達するまでということになります。Ｂ

評価以上の方でそこまで達すればそれで終わりなんですけども、過去３

年間を分析したら、Ｃ評価の方にも該当する方がいるということで、一

応Ｃ評価は０.０３月（上限あり）というような表現をさせていただいて

おります。こういった制度を導入することによって、職員の能力、資質、

そして、やる気を向上させて、組織を活性化させていきたいということ

でございます。説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い

いたします。 

 

長谷川知司委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付け

ます。 
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古豊和惠委員 先ほど評価方法の説明を受けました。これは、誰が誰を評価す

るんですか。 

 

古屋人事課長 評価者は、一次評価者、二次評価者、そして、調整者とおりま

して、一次評価者というのは、直の上司になります。平であれば係長、

係長であれば課長補佐と、二次評価者というのは、課長になります。調

整者というのが部長になります。 

 

古豊和惠委員 これって、人が人を評価するわけじゃないですか。パワハラに

結び付くことはないですか。その辺はどうなんでしょうか。 

 

古屋人事課長 パワハラというのは、ちょっとあれなんですが、あくまで公平

にというか、客観的に評価するということでございます。 

 

古豊和惠委員 その下に勤勉手当の表が載っています。特に優秀な方はいいと

思うんですけれども、未満の方は、何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

 

古屋人事課長 過去３年間を分析しておりますので、人数は出ておりますが、

具体的な人数は避けたいと思います。そんなに多くないですけども、一

定数いらっしゃいます。 

 

古豊和惠委員 その方たちの手当も全部ひっくるめて、特に優秀な方とかのほ

うに回っているということでよろしいんですかね。 

 

古屋人事課長 増える方だけじゃなくて減る方もいらっしゃいますので、それ

を全て足したものが、先ほど三百何十万円になるようにということにな

ります。 

 

古豊和惠委員 人材育成の場から、通常はるかに及ばないとかそういう方たち
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は、今３年間と言われましたけれども、３年間で、その優秀なほうに回

った方も何人かいらっしゃるわけですか。 

 

古屋人事課長 そうですね。これは、まず評価するというのが、年度頭に面談

することです。面談して、個人目標というのは、個人が立てるんですけ

ども、ただ、当然上司が面談して、君はこういう仕事もしてもらいたい

とかを上司と話して、個人の目標を立てます。年度途中は、本人は当然

それを達成するように努力する。上司はちゃんと進捗を管理しながら指

導していって、最後に期末面談を行い、そこで実際にどうであったか、

まず自己評価をします。自己評価をして上司が評価して、その結果を期

末面談ということで返します。そういう中で、どういうところができて

いないとかというのは、きちっと指導するようになりますので、それに

よって改善を図っていくということでございます。 

 

古豊和惠委員 それでは、中には、通常より優秀に回らない方が何人かはいら

っしゃるかもしれないんですけれども、３年間ずっとそういう方もいら

っしゃるわけですか。 

 

古屋人事課長 そうですね。名前まで具体的に覚えてないんですが、もしかし

たらいらっしゃるかもしれないです。ただ、そうならないように、特に

今度は賞与にも影響してきますので、そういうところをしっかり指導し

ていくということです。 

 

古豊和惠委員 是非、人材育成の場からもお願いしたいと思います。 

 

伊場勇委員 評価を誰が誰にするというのは聞いたんですけど、部長の評価と

いうのはどうなるんですか。 

 

古屋人事課長 副市長がします。 
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伊場勇委員 課長の評価は、部長だけですか。副市長も入ってくるんですか。

一次、二次、調整者とかおっしゃっていましたけど。 

 

古屋人事課長 次長と部長です。 

 

伊場勇委員 成績率への反映のところの表で、通常（標準）というところの基

準の置き方がなかなか難しいかなと思うんですけども、ここが上がれば、

ベースアップしますし、それが下がれば、ベースダウンするわけで、根

拠となる部分というのは、どう考えて設定されているんですか。 

 

古屋人事課長 一応３年間を分析しまして、まず、上のほうの評価方法のとこ

ろ、能力評価と業績評価をどのような率にするのかとか、あと、実際に

成績率の反映で、まず集計点をどのように置くかとか、あるいは成績率

加算をどのようにするかとかを分析をした結果、このようになっている

ということなんです。ただ、これはもちろん１００点というわけではあ

りませんので、今後制度を入れていく中で、もちろんこういうものを入

れれば、今までＣだった方が頑張ってＢに上がるとか、そういう効果も

期待できます。いかに職員がやる気を持って、頑張ろうという気になれ

なるかというような制度にしなければいけませんので、過去３年間を分

析した結果、当初はこのような形でやりたいと考えております。ただ、

定期的にはそういう分布といったものも見ながら、随時見直しは行って

いきたいと考えております。 

 

岡山明委員 ここで全体的な金額では、全体として勤勉手当の支給総額が増え

るものではありませんという状況がありますよね。自分の管轄の職員が

皆成果を出して一生懸命頑張っているという状況で評価をどんどん上げ

ていくと、課長や部長によって評価が全体的に高い部署と厳しい部署と

いうことが考えられると思っとるんだけど、部によって、課によって、

格差が出てくるという可能性が出ませんか。それはどう対処されるか、

お聞きします。 
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古屋人事課長 まず成績率に反映するための財源については、これはもう国で

決めておりまして、昔は国も扶養手当を入れていたんですけども、国は

もう平成２７年か平成２８年ぐらいからやっているんですが、その際に

扶養手当をのけた部分を財源にしようと、要は、総支給額は変わらない

ようにしようということになっております。委員が言われますように、

当然こういう制度を入れたら、公平、公正、透明性、納得性といったも

のがないと成り立っていかないような制度にはなりますけども、本市も

平成２６年から試行というか、ずっとやってきておりまして、毎年、評

価者研修というのもやっておりますので、人事評価の重要性とか、評価

のやり方というのは、ある程度、上のものは身についているのかなと思

います。一定のばらつきがないような形にはなっているのかなとは思い

ますが、先ほど言いましたように、部長が調整者となっておりますので、

もし課のほうでばらつきがあれば、最終的には部長のほうで調整するこ

とにはなろうかと思います。 

 

川地総務部長 先ほど説明しましたように、試行ということで、平成２６年か

らやって、かなりの年数やっていますけど、当初はやっぱり部ですとか、

課によって評点にかなり差が出ていたのも事実でございます。それは出

ますと、やっぱり実際的に公平ではないのではないかとなりますので、

それをいかに標準的、客観的な数値に見れるかということで、皆さん一

生懸命研修しながら、極力、標準表示に合わせていくようになって、今

こうやって、令和６年度からやろうというふうになっております。した

がって、その辺については、今後気になるところもありますけども、岡

山委員が言われるようなことについては、ほぼないのではないかと思っ

ていますが、今後につきましても、客観的に公平的になるように、私ど

もも努めてまいりたいと考えております。 

 

岡山明委員 私もサラリーマンでしたから、その辺はよく分かるんですけど、

そういう状況で、今回職員の定数が減るという状況で、職員数が減ると
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いう状況ですね。９５０人から９０５人に減るという状況になると、そ

の枠自体が小さくなる、ボリュームが小さくなりますよね。そうすると

全体的なトータルの金額が下がるということは、職員としての活力自体

が余計に落ちるという状況ですが、国としてはベースを少し上げるとい

う形、例えば、賃上げといったことは国が決めたものだから無理ですか。 

 

古屋人事課長 先ほど定数条例と言われましたが、定数の総数が減るのであっ

て、実人数が減るということではございません。あと、たしかにこの扶

養手当を財源にするので、扶養を取っていらっしゃる方が増えれば、そ

の財源が増えますし、減れば減るということになりますけども、この度、

期末手当じゃなくて、勤勉手当の率を上げているところもありますから、

その辺で、財源は若干でも増えるのかなとは考えております。 

 

前田浩司委員 扶養手当が一つの原資になっているということかと思うので、

現行の市の扶養手当の条件を教えていただけますか。 

 

古屋人事課長 扶養手当は、他に生活の途がなく、主としてその職員の扶養を

受けている者がいる場合に支給されるものでございます。まず、配偶者

が月に６，５００円、子供が月額１万円、特定扶養、つまり１６歳から

２２歳までの方がいればプラス５，０００円になります。その他６０歳

以上の祖父母とか、２２歳以下の兄弟姉妹とかというのもありますが、

基本的にはそのような形にはなっております。 

 

前田浩司委員 大体毎年、ほぼ金額的にも扶養手当はそんなに変わらないんで

すか。実際のところどうなんでしょうか。 

 

古屋人事課長 女性の方の社会進出等も増えていますので、扶養手当における

配偶者はちょっと減っているのかなと思います。子供については、少子

化とかも言われておりますが、職員はそれほど大きく減るというような

ことはないかなとは思っております。 
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前田浩司委員 念のために、だから、少子化で特にそこまで影響は今のところ

はないと、この制度上、現行問題ないという認識でよろしいでしょうか。 

 

古屋人事課長 極端に扶養者が少なくなって、財源がすごく減るとか、そうい

ったことはないだろうとは考えております。 

 

笹木慶之委員 評価方法の表についてお尋ねします。能力評価と業績評価があ

りますが、掛ける０．３、掛ける０．７とありますが、いわゆるこの定

数は１００ですね。 

 

古屋人事課長 はい、そうです。１００です。 

 

笹木慶之委員 一般職はいいんですが、保育士、幼稚園教諭については、課長

補佐、課長まではあるんじゃないですか。おられんのですか。係長以上

で、あそこで終わっておりますが、 

 

古屋人事課長 そうですね、園長がおりますので、園長は課長級ということに

なります。 

 

笹木慶之委員 だから、この表は課長補佐、課長級は入れないといけんじゃな

いですか。 

 

古屋人事課長 係長級以上が、能力評価が０．６、業績評価が０．４になると

いうことでございます。 

 

笹木慶之委員 いやいや、だけど、係長以上でも、そうすると、幼稚園は一般

職とは違うわけですか。 

 

古屋人事課長 係長以下の、いわゆる一般職とそれ以上で分けたということで
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ございます。係長以上なので課長も含まれるということでございます。 

 

笹木慶之委員 いや、それなら、あの線をのけないといけんのじゃないの。                  

だから、そうなれば、課長級までのところの２本の線をのけんんにゃい

けんわね。それがまず一つでしょ。でないとおかしいわね。それからも

う一つ、一般職は上記以外になって、幼稚園、保育園は係長級以下にな

っているの。これはどういう意味。これは上記以外でしょ。 

 

古屋人事課長 すみません。ちょっと表現があれですけど、同じだと思います。

（「上記以外ね」と呼ぶ者あり）はい。 

 

笹木慶之委員 それともう一つはね、技能労務職員。技能労務職員も、課長補

佐級ぐらいまで行くんじゃないの。 

 

古屋人事課長 今は係長級です。 

 

笹木慶之委員 なら、線を１本上げちゃらんにゃいけんわね。 

 

古屋人事課長 一応、技能労務職員は、係長級であっても全員がもう一律にこ

の能力評価０．７、業績評価０．３にしようということでございます。

係長も含めてです。 

 

笹木慶之委員 はい、分かりました。いや、私が言いたかったのは、やっぱり

その職に応じた適切に評価してあげないといけないということです。そ

こに矛盾が起こらんような形でおかんと、やはりその職種の人たちがや

る気をなくすじゃないですかね。私もこれ長年この評価、苦労した者の

１人として、ようやくここまで来たかということで、本当にいい制度だ

と思うんですよ。今まではみんな一緒やったわけよね。でも、それって

ないんじゃないかということでね。だけど、こういうことで、実績を見

ながら、こういう制度を作られているということは、私は評価したいと
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思います。あとは運用をしっかりやってもらいたいと思います。 

 

岡山明委員 ちょっと再確認の意味ですけど、再任用の方は、あくまでも退職

時の７割で、それ以降、最終的に６５歳まで行くんですけど、その間は、

６０歳から６５歳に関してはもう一切このラインから外れるということ

で、何らそういう評価も何もないという、もう固定された給与で５年間

過ごすということですか。 

 

古屋人事課長 定年延長職員のことだろうと思いますけども、これは正規の職

員になりますので、同じように評価されるということでございます。暫

定再任用で言えば、そもそも扶養手当が出ませんので、暫定再任用の方

は、評価の対象外になります。 

 

宮本政志副委員長 先ほど人事評価の実績評価のところの説明で、年度当初、

個人が目標の設定を定めますよと。その後に担当課の上司の方が、こう

いう目標を付け加えるという説明だったですよね。それを確認したいん

だけど。 

 

古屋人事課長 そうですね、まずは課の目標を立てます。組織目標ですね。こ

れは部長と課長が話して、まずは課の目標があって、その目標を基に個

人が目標を立てると。そのときは個人がそれぞれ考えるのではなくて、

当然上司からも君はこういうことをやってほしいとかがあるので、きち

っと上司と話し合いながら、適切な目標を立てることになります。 

 

宮本政志副委員長 そうすると、個人個人にこういう目標を立ててねって言っ

たときに、その難易度に差があったら、その目標の難易度が高いか低い

かで、少し不平等じゃないかなと思うんだけど、その辺り、難易度は、

ちゃんと公平に与えられるんですか。 

 

古屋人事課長 一応、難易度と達成度によって評価されるようになりまして、
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難易度が３段階にたしか分かれていたと思います。達成度が５段階ぐら

いに分かれていると思います。それを組み合わせて評価されるというこ

とです。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

私から。今のこの制度をどのように職員に周知していくのか、あるいは

もう周知しているのかを一つ聞きます。 

 

古屋人事課長 大きなものになりますので、組合交渉はいたしまして、妥結は

頂いているところでございます。今後可決されましたら、改めて職員に

対して説明会を開催する予定としております。 

 

長谷川知司委員長 では、次に成績の評価、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、あるいは点数で

すね。これを本人へ通知しているのか、していないのかどうかをお聞き

します。 

 

古屋人事課長 今も最終的に自己評価をして、上司が評価をした結果を期末面

談のときに返しておりますので、その際に分かるようになります。 

 

長谷川知司委員長 最後に、部下から上司への評価というのをされているかど

うか。 

 

古屋人事課長 今はしておりません。昔はそういう制度があったようにも聞い

ておりますが、余り書かれていないというようなこともあって、もう廃

止したと聞いております。 

 

長谷川知司委員長 先ほど古豊委員も言われましたけど、パワハラとかモラハ

ラとかがありますので、そういうことを吸い上げるためにも、部下から

上司への評価というのを今後検討したらどうかと思うんですが、そうい

う気持ちはどうですか。 
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古屋人事課長 そういうハラスメントは絶対あってはいけないことでございま

して、今きちっと指針を作って、定期的に周知を図るとともに、人事課

職員だけでなくて、各所属長がそういう相談役となって、そういうこと

がないかというのもしっかり確認していますし、また、アンケートも定

期的に行っておりますので、そういうものの中で把握していって、改善

していくということになろうかと思います。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

では、これで質疑を打ち切ります。これより討論を行います。討論ござ

いませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。では、議

案第８１号について採決いたします。本件に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成で、本件は可決すべきものと決定しました。ここ

で１０分間休憩して、１１時から行いたいと思います。 

 

午前１０時４８分 休憩 

 

午前１１時 再開 

 

長谷川知司委員長 休憩を解きまして、委員会を再開します。議案第８２号山

陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市病院事業管理者の

給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部からの

説明を求めます。 

 

古屋人事課長 この改正は、令和４年度の人事院勧告に準じた職員の給与の改

定と同様に、市長等につきまして所要の改定を行うものです。資料５の
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裏面を御覧ください。改正の内容は、期末手当につきまして、現行の年

間４．３月から０．１月分引き上げ、年間４．４月とするものです。説

明は以上です。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司委員長 委員からの質疑を受け付けます。ありませんか。(「なし」

と呼ぶ者あり)では、質疑を終了します。これより討論を行います。(「な

し」と呼ぶ者あり)討論なしね。では、議案第８２号について採決します。

本件に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成により、本件は可決すべきものと決定しました。

次に、議案第８３号山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期

末手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、執行部からの説

明を求めます。 

 

古屋人事課長 同様に資料５の裏面を御覧ください。特別職の職員の給与に関

する法律が可決されましたことから、本市においても、国に準じて所要

の改正を行うものです。期末手当について、現行の年間３．２５月から

０．０５月引き上げ、年間を３．３月とするものです。御審査のほどよ

ろしくお願いします。 

 

長谷川知司委員長 執行部からの説明が終わりました。委員からの質疑を受け

付けます。（「ありません」と呼ぶ者あり）これで質疑を締め切ります。

これより討論を行います。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なし。これより、議案第８３号について採決します。本件に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 
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長谷川知司委員長 全員賛成により、本件は可決すべきものと決定しました。

次に、議案第８４号山陽小野田市組織条例の一部を改正する条例の制定

について、執行部からの説明を求めます。 

 

古屋人事課長 議案第８４号山陽小野田市組織条例の一部を改正する条例です

が、これは令和５年度の機構改革に伴うものです。資料７を御覧くださ

い。まず、部の創設ですが、現在、第二次総合計画中期基本計画が始ま

ったことを受けまして、将来にわたって総合計画に掲げる協創によるま

ちづくりを更に積極的に推進していくための体制を整えるため、協創の

推進に深く関連する課を一つの部にまとめて、新たな部を創設するもの

です。新しい部の名称は「協創部」としまして、市民活動推進課、シテ

ィセールス課、文化スポーツ推進課の３課で構成されるものです。協創

は、全庁的な取組ということにはなりますけども、協創部は中心となっ

て協創を引っ張っていく部であると位置づけまして、今後、地域運営組

織の設立をはじめ、協創につながる様々な取組を更に加速させていきた

いということです。また、今、企画部の中に、情報管理課とデジタル推

進室というのがありますけども、これを一つの課、デジタル推進課に統

合しまして、スマートシティーとスマート自治体を一つの部署で効果的

に行う体制を整備することによりまして、デジタル化を更に推進してい

きたいと考えております。なお、参考としまして規則事項ですけども、

今国保年金課という課の名称を、これは国保だけじゃなくて後期高齢者

医療も取り扱っておりますので、「保険年金課」という名称に変更した

いと考えております。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いし

ます。 

 

長谷川知司委員長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付け

ます。 

 

伊場勇委員 現在、市民部で、「自治振興に関すること」というところが協創

部に移って「地域づくりに関すること」に変わるということですね。何
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か、文字が変わっていて、また中身とかも少し取り扱う内容が変わって

くるのかなと思うんですけど、その辺少し具体的に説明できるのであれ

ばお願いします。 

 

古屋人事課長 御指摘のように、今まで自治振興となっておりましたけども、

この度、地域運営組織等もあります。地域を作っていくということで、

自治振興もその地域づくりの中に包括されるので、当然それもやってい

くんですけども、「地域づくりに関すること」に変えたということです。 

 

宮本政志副委員長 ばらばらやった課が、こうやって一つ新しい部ができてと

いうことですけど、これによって、市民の方にどのようなメリットが生

まれてくるのかをお聞きしたいんですけど。 

 

古屋人事課長 メリットと言えるかどうかは分かりませんが、しっかりと「協

創」を推進していくような体制を取るということです。市民活動推進課

については、今から地域運営組織は地域の仕組みを大きく変えていく取

組をしっかりとやっていくということですし、シティセールスにおいて

も、協創を推進する上でやはり情報発信というのは欠かせませんので、

広報、ホームページ、フェイスブック、インスタグラム等々をやってお

ります。昨日説明もあったと思いますが、ＬＩＮＥのプッシュ通知も始

めましたので、しっかりといろんな情報を提供して、やはり一緒になっ

てまちを作っていくと。それには、まずは参加していただかないととい

うところもあるので、そういった部分をしっかりとやっていくというよ

うなことでございますし、文化スポーツも、取り扱っている内容が、市

民の方の余暇というか、市民の方も非常に興味のあるような内容であり

ます。アイデア次第ではいろんな方も参加していただいて、そこでつな

がりとか交流ができて、更にまちづくりの輪が広がっていくという、そ

ういったことを扱っている課ですので、やはりしっかりと仕組みづくり

と、市民の方に参加していただかないとというのがあります。そういっ

た意識というか機運を高めていくことも一緒にやっていく必要がありま
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すので、こうした体制でしっかりと協創のまちづくりを進めていくとい

うことです。 

 

川地総務部長 若干補足でございます。特に地域運営組織の関係ですけども、

特に今、市民活動推進課がいろんなフォーラムをやる中で説明しており

ますけども、具体的な仕組みづくりを一生懸命内部で考えておりまして、

来年度はこれを市民の方々に具体的に説明して、準備段階に入ると、一

歩進んでまいります。特にそういったこともございまして、こういった

協創部という位置づけで、更に進めていこうという意思がこの中に入っ

ております。 

 

岡山明委員 今部長も話されたんですけど、協創部を中心に地域運営組織の創

設という、その取組に、どういう形で地域運営組織を進めるかという部

分をもう少し具体的にお話しいただければいいんですけど。 

 

長谷川知司委員長 岡山委員、地域運営組織そのものについては、ちょっと担

当が違うんで、今回は組織運営ということで考えていただければ。 

 

岡山明委員 そういうことで、協創につながる様々な取組という部分で、先ほ

ども話されたけど、それ以上具体的な話は厳しいということですね。 

 

伊場勇委員 本市の重点プロジェクトの中で、三つの創るというのをうたって

いまして、「ひとを創る」、「地域を創る」、「まちの価値を創る」っ

て、全庁的に取り組むことだと思うんです。やはり、そこで所管的に考

えていくとか集約していくとか、そういったところの部署も必要なんじ

ゃないかなと思っています。今回この協創部が出たときに、ここがそう

いったところもやっていくのかなと思ったんですが、その点については、

何かこの協創部についての考え方というのはあるんですか。 

 

古屋人事課長 先ほども申し上げましたけども、協創というのは全庁的な取組
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になります。それを中心となって引っ張っていく部というような位置づ

けではありますが、当然全体の調整が必要ですので、今も庁議といいま

して、市長、副市長、各部長が出られる、役所の中で最も上位に位置づ

けられる会議が１か月半に１回ぐらいありますんで、今もやっておりま

すが、そういった中での全体の意見交換とか、市長や副市長の指示を受

けながら、そこでしっかり調整しながら、協創に取り組んでいく、全庁

的に取り組んでいくという形になろうかと思います。 

 

川地総務部長 部署的には、やっぱり重点プロジェクトは総合計画中期基本計

画の所管が企画部になります。ただ、当然企画部だけがやるわけではあ

りません。各部との連携、さらには先ほど課長が申し上げました庁議が

ありますので、そういった中でいろいろ連携しながら、こういった基本

計画に定めたことの達成に向けて、みんなしっかり頑張っていこうと考

えております。 

 

笹木慶之委員 あえてお尋ねしますが、協創部の(１)から(４)までが市民活動

推進課ですね。（「そうです」と呼ぶ者あり）業務とすれば、（５）、

（６）、（７）がシティセールス課ですね。（「はい、そうです」と呼

ぶ者あり）（８）、（９）が文化スポーツ推進課ですね。（「そうです」

と呼ぶ者あり）。はい、分かりました。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはございませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

私から一つ聞きます。名前が分かりにくいんじゃないか。特に市民に対

して、協創部という趣旨は分かりますが、協創という言葉が。協創によ

るまちづくりという言葉は、市のほうは分かっていますが、一般市民に

浸透していないので、この協創部というのがすごく分かりにくいと思う

んです。これについてどうでしょうか。 

 

古屋人事課長 たしかに言われますように、今の市長になられてから協創によ

るまちづくりということをずっと進めてきておられますし、これは第二
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次総合計画中期基本計画の中にも、はっきりと協創によるまちづくりを

行っていくとうたっております。市としましても、ホームページや広報

等で周知していますが、本当にどこまで浸透しているのかというような

部分はあろうかと思います。ただ、そうした本市のまちづくりの基本姿

勢をしっかりと部の名前に出そうということで、例えば、いろんな通知

書とかにも、協創部シティセールス課とか出ますから、そういったとこ

ろで市民の目にも留めていただいて、協創って何なのかということで、

また広報にも当然新しい部ができたと載せますので、協創というのはど

ういうものだということはしっかりと周知を図っていきたいと考えてお

ります。 

 

長谷川知司委員長 協創というイメージがちょっと市民には分かりにくいので、

それが分かるように様々な機会を通じて市民に知らせてください。ほか

にはありますか。（「ありません」と呼ぶ者あり）。ここで質疑を打ち

切ります。これより討論を行います。討論はありますか。（「なし」と

呼ぶ者あり）討論なしと認めます。では、議案第８４号について採決し

ます。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

長谷川知司委員長 全員賛成により、本件は可決すべきものと決定しました。

ここで、委員会を暫時休憩します。 

 

午前１１時１５分 休憩 

 

午後４時５分 再開 

 

長谷川知司委員長 総務文教常任委員会を再開します。議事は、お手元の資料

にありますように、閉会中の調査事項についてです。この案について、

皆様方から意見をお聞きします。 
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伊場勇委員 調査事項については、漏れなく記載されていると思いますので、

この内容でよろしいかと思います。 

 

長谷川知司委員長 ほかにはありませんか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

では、閉会中の調査事項については、この案のとおりで決したいと思い

ます。これで総務文教常任委員会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

午後４時７分 散会 

 

令和４年（２０２２年）１２月２日              

 

                総務文教常任委員長 長谷川 知 司  

 


